
 

 
市政記者各位 

 
 
 
 

 
事業系古紙については，事業者の皆様の積極的な取組みにより， 

資源化が進んできましたが，事業系可燃ごみには，未だに資源化 
可能な古紙が多く含まれています。 

循環型社会の実現に向けて，更なる古紙の資源化を進めるため， 
福岡市では，令和２年 10 ⽉１⽇から事業系ごみ（⼀般廃棄物）の 
分別区分に古紙を追加し，３分別に変更いたします。 
 つきましては，分別ルールの変更までに⼗分な準備をしていた 
だくため，市内事業者や市内で働く⼈への周知についてご協⼒を 
お願いいたします。  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○３分別に変更後は，資源化可能な古紙はごみ焼却施設への搬⼊ができなくなります。 
○古紙の回収⽅法については，次ページをご参照ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【お問い合わせ先】 

環境局事業系ごみ減量推進課 
 電話︓711-4836（内線 2336） 

担当︓城⼾，花原 

福岡市の事業系可燃ごみの内訳 
（平成 30 年度） 

市内の全事業者を対象に，11 ⽉中旬に分別ルール変更についての通知⽂とリーフレットを
送付予定です。 

福岡市は，事業所への⼾別訪問や各種業界団体への説明会等により，事業者の円滑な古紙
分別を⽀援していきます。 

事業者への周知等について 

ごみ減量を 
もう⼀歩前へ 

事業系ごみ（⼀般廃棄物）の分別ルールが変わります 

令和元年 11 ⽉ 7 ⽇ 
環 境 局 計 画 課 
環境局事業系ごみ減量推進課 

事業系ごみ（⼀般廃棄物）の新たな分別ルール 

 
【お問い合わせ先】 

環境局計画課 
 電話︓711-4308（内線 2311） 

担当︓真鍋，川越 

事業系ごみの分別ルールについて 



 

各事業者の特性に適したリサイクルルートが選択できます。（下記フロー参照） 
まずは現在取引のある古紙回収業者・⼀般廃棄物収集運搬許可業者にご相談ください。 
 

 

 

 

○各事業者の排出状況に合った古紙の回収⽅法があります 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○回収された古紙は，新しい製品に⽣まれ変わります 
 
主な古紙の種類と主な紙製品の例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（出典︓公益財団法⼈ 古紙再⽣促進センター ホームページ） 

①燃えるごみに古紙が混じっている 

②⽐較的多量に古紙が発⽣する 

④古紙を種類ごとに分別することができる 

現在の分別・リサイクルを 
継続してください 

はい 

③⼀時的に保管する場所がある 

はい 

古紙回収業者，古紙問屋に 
ご相談ください 

はい 

はい ⼀般廃棄物収集運搬許可
業者にご相談ください 

チラシ，カタログ，シュレッダーくず，メモ用紙，付箋紙，

封筒，紙箱など 

 

 

・少量でもＯＫ 
 

・種類ごとの 

 分別必要なし 
 

・少量のプラや 

 金属の付着ＯＫ 
 

・収集運搬料金・ 

 リサイクル料金 

 が必要 

雑がみ  

新聞 
（折込ちらしを含む） 

段ボール 雑誌・コピー⽤紙類 雑がみ 

いいえ 

いいえ 

※各事業者の排出状況に応じて，「古紙回収業者，古紙問屋」と
「⼀般廃棄物収集運搬許可業者」両⽅の回収⽅法を併⽤する
ことも可能です。 

いいえ 

いいえ 
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